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I. 町の基本的な考え方
 



本資料の主旨・目的

　ニセコ町は、町縁の文豪 有島武郎の遺訓「相互扶助」の精神を日々の暮らしの中で引き継
ぎ、2001年には全国で初となる自治基本条例「まちづくり基本条例」を制定し、住民参加と情報
共有による、住民が主役のまちづくりを進めています。

　また、町民の暮らしや町の２大産業である農業と観光業も、豊かな自然環境・景観が基盤と
なっているとの考えから、環境を基軸としたまちづくりを実践しています。

　これらの取組は、環境モデル都市やＳＤＧｓ未来都市として国から選定、国連世界観光機関
から「ベストツーリズムビレッジ」として認定されているほか、新たに気候非常事態宣言やゼロ
カーボン宣言なども行い、持続可能なまちづくりに向けたチャレンジを続けています。

　ニセコ町の人口は、1980年に下げ止まり、以降横ばいとなり、2000年からは増加傾向が続い
ています。このことは、先人たちの先見的取組や住民主体の自治によるまちづくりの地道な積
み重ねによるものと考えております。

　我々は、脈々と培ってきた地域の宝（自然環境、景観、産業、人など）を、失うことなく、さらに
価値を高めながら将来へと引き継いでいかなければなりません。

　近年、ニセコ町の様々な価値・魅力がけん引となり、さらに地域に賑わいや新たな価値をもた
らす開発案件が町内では進められ、また、予定されているところです。

　本資料では、ニセコ町で開発事業を進める方に、ニセコ町のまちづくりの原則である「住民参
加」と「情報共有」のプロセスをご理解いただくとともに、地域や開発者ひいては将来の担い手
にとって、より魅力的で価値のある開発となるよう、まちづくりや開発に対する町の考え方をお
伝えします。また、開発を進める方には、乱開発を未然に防ぎ、優良な開発を促進するための
各種規制・ルールについての理解を深めていただき、町の方針に賛同・共感くださる、まちづく
りのパートナーとしての役割を期待します。

　本資料は、①町の基本的な考え方、②各種のルール・開発規制、③連携の取組、の３部構
成となっています。

　それぞれの開発案件に対して、本資料で掲載していない確認事項・許認可事項もありますの
で、ご了承ください。また、国や北海道の制度等については、それぞれ国や北海道の担当部
署において必ずご確認ください。

有島武郎
1922年7月18日、
土地共有による有
島農場の無償解放
を宣言し、当時の社
会にさまざまな反響
を呼んだ

【ニセコ町まちづくり基本条例前文】

　ニセコ町は、先人の労苦の中で歴史を刻み、町を愛する多くの人々の英
知に支えられて今日を迎えています。わたしたち町民は、この美しく厳し
い自然と相互扶助の中で培われた風土や人の心を守り、育て、「住むこと
が誇りに思えるまち」をめざします。

　まちづくりは、町民一人ひとりが自ら考え、行動することによる「自
治」が基本です。わたしたち町民は「情報共有」の実践により、この自治
が実現できることを学びました。

　わたしたち町民は、ここにニセコ町のまちづくりの理念を明らかにし、
日々の暮らしの中でよろこびを実感できるまちをつくるため、この条例を
制定します。



10

2020

2020 9

• NISEKO 

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

CO2 86
•

 
048-1595 55 TEL 0136-56-8837 FAX 0136-44-3500
E-mail kikaku@town.niseko.lg.jp  

3



R6 2,422 2022

SDGs

 

R6
 

 

R6 2,413 2019
 



GSTC)
R6 1,559 2021

SDGs

GSTC

2023 TOP100 2
GSTC

UNWTO

COP26

R6 1,350 2024  

SDGs





発行：ニセコ町企画環境課 E-mail:kankyo-e@town.niseko.lg.jp

TEL:0136-44-2121(役場代表）0136-56-8837（課直通）


